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新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の 

一時中止措置等の解釈について 

 

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う工事及び業務の一時中止等につ

いては、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中

止措置等について」（令和２年２月 27日付け国地契第 44号、国官技第 357号、国営

管第 384号、国営計第 120号、国港総第 593号、国港技第 83号、国空予管第 807

号、国空空技第 520号、国空交企第 371号、国北予第 45号）において取扱いを定め

たところであるが、上記通知の解釈について下記のとおり取り扱うこととするの

で、遺漏なきよう措置されたい。 

 

記 

 

１．昨日、内閣総理大臣より、全国全ての小学校等について臨時休校を行うよう要

請する発言があったところであるが、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止

に向けた工事及び業務の一時中止措置等について」１．（１）において、新型コロ

ナウイルス感染症の感染拡大防止のため、受注者が工事又は業務の一時中止や工

期又は履行期間の延長（以下「工事等の一時中止等」という。）を申し出ることが

できる場合には、工事従事者又は業務従事者の子どもの発熱や子どもが通う学校



の休校等に伴い、工事従事者又は業務従事者が子どもの面倒を見る必要が生じた

結果、工事等の一時中止等を行う必要がある場合を含むものとする。 

 

２．完成又は完了の通知を受けた工事又は業務について工事等の一時中止等を行う

場合であって、検査期限内に検査を実施することができないときは、受注者に完

成又は完了の通知を取り下げさせた上で工事等の一時中止等を行うこと。 


